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《医学群医学類》  

１．学則変更（収容定員変更）の内容 

筑波大学医学群医学類の平成 20 年度以降の入学定員については、平成 21 年度に「経済財政改

革の基本方針 2008」に基づき 3 名の恒久定員増を、平成 21 年度に「緊急医師確保対策」に基づ

き平成 29 年度までの期限を付した 5 名の臨時定員増を、また、平成 22 年度から平成 28 年度まで

に、「経済財政改革の基本方針 2009」及び「新成長戦略」に基づき、平成 31 年度までの期限を

付した 32 名の臨時定員増をそれぞれ実施した。平成 29 年度を期限とする 5 名の入学定員につい

ては、平成 31 年度までの期限を付した再度の入学定員増を行った。 

これらにより、平成 31 年度までの期限を付した入学定員は 37 名（地域枠 36 名、研究医枠 1 名）

となり、このうち地域枠に係る 36 名について、平成 30 年 6 月 15 日に閣議決定された「経済財政

運営と改革の基本方針 2018」に基づき、令和 2 年度に再度の定員増（2 年間）を、令和 4 年度～

令和 6 年度に再度の定員増（毎年申請）を行った。 

このたび、令和 7 年度の医学部臨時定員について暫定的に維持するとされたことを受け、令和

7 年度の臨時定員増（1 年間）を実施し、入学定員を再度の定員増を行わなかった場合の 98 名か

ら 134 名に変更する。 

これに併せて、収容定員についても令和 7 年度の臨時の入学定員増（1 年間）を踏まえ、再度

の定員増を行わなかった場合の 613 名から 649 名に変更する。 

２．学則変更（収容定員変更）の必要性 

「緊急医師確保対策」（平成 19 年 5 月 31 日）、同年 8 月 30 日の厚生労働省・総務省・文部科

学省「地域医療に関する関係省庁連絡会議」における入学定員増の確認に伴い、本学と茨城県と

の間で互いに連携・協力し、茨城県内における医師の確保・定着を図る一方策として、平成 21 年

度に入学定員を 5 名増員し地域枠を創設した。また同年、「経済財政改革の基本方針 2008」（平

成 20 年 6 月 27 日閣議決定）を踏まえ、医師不足が深刻な地域や診療科の医師を確保し、医師養

成課程の入学定員を「早急に過去最大程度まで増員」とする観点から、3 名の入学定員増を行っ

た。さらに平成 22 年度に 2 名、平成 23 年度に 2 名、平成 24 年度に 2 名、平成 25 年度に 2 名、

平成 26 年度に 9 名、平成 27 年度に 6 名、平成 28 年度に 8 名の入学定員増を行った。 

 茨城県では、離島は存在しないものの、厚生労働省による「令和 4 年医師・歯科医師・薬剤師

統計」においても、「人口 10 万人あたりの医師数 212.3 人（全国平均 274.7 人）」と全国ワース

ト 2 位、「人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数 202.0 人（全国平均 262.1 人）」など全国平

均を下回っており、統計的にみても医師不足は明らかである。 

 本学における過去 15 年間の集計では、卒業生における茨城県内高校出身者の割合は 17.0％であ

る一方で、県内就業率は 51.6％と半数を超える。（資料 1 及び資料 2 を参照） 

また、筑波大学の卒業予定者のうち筑波大学附属病院のマッチング内定者は過去 15 年間で 30

名～45 名程度で推移しており、本学は茨城県における地域医療の充実に貢献してきた実績を有し

ている。しかしながら、昨今の地域医療をめぐる環境は厳しさを増す一方であり、特に茨城県は

前述の統計による人口 10 万人あたりの医師数は全国ワースト 2 位、二次医療圏別でも本学の所在

するつくば医療圏を除けばすべての二次医療圏が全国平均以下であるなど、医師不足は深刻な問

題となっている。二次医療圏別でみると県北の常陸太田・ひたちなか地区、県東の鹿行地区、県

西の筑西・下妻地区医療圏において特に勤務医不足が著しい。（資料 3 を参照） 
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 これらの状況に鑑み、当該地方自治体と協力し、地域医療について効果的に学ぶプログラムを

充実させ、地域医療拠点病院を中心とした地域医療教育のさらなる充実を図り、地域医療に貢献

できる医師養成を更に推進するため、本学医学群医学類の現在の地域枠入学定員 36 名を維持する

必要がある。なお、令和 2 年度より本学医学群医学類の入学定員は 134 名及び 2 年次編入学定員

は 5 名となっている。 

３．学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

（１）入学者選抜方法等 

令和 7 年度筑波大学推薦入試及び個別学力検査（前期日程）において、医学群医学類地域枠

に係る入学者選抜を実施する。 

【推薦入試】 

●募集人数 23 名（うち臨時定員分 23 名）

●出願要件

次の(1)～(5)の条件をすべて満たす者とする。 

(1) 次の①、②のいずれかに該当する者

① 茨城県内の高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を令和 7年

3月卒業見込みの者又は卒業後 1年以内の者

② 保護者が出願期間の最終日において茨城県に 3年以上居住している者で、県外の高

等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を令和 7 年 3 月卒業見込

みの者又は卒業後 1年以内の者

(2)将来、茨城県の地域医療に貢献する熱意と能力を有し、卒業後に茨城県が指定する医

療機関等で指定された期間従事できる者で、学校長が責任をもって推薦できる者

(3)学習成績概評が A段階の者、又は筑波大学の個別学力検査等に合格できる程度以上の

学力を有する者

(4)全教科がバランスよく優れている上に、英語、数学及び理科（物理学、化学、生物学

のうち 2科目）の能力が抜群で、医師となる資質が十分と考えられる者

(5)茨城県が実施する『令和 7年度茨城県地域医療医師修学資金貸与制度』に応募する者

●選抜方法等

学校長の推薦に基づき、大学入学共通テスト及び個別学力検査を免除し、小論文及び適

性試験を課し、その結果と学校長が作成した推薦書・調査書、茨城県が作成した調査書及

び志望の動機を総合的に判定して、合格者を決定する。 

① 小論文では英語（読解力・作文力）、数学及び理科（物理学、化学、生物学のうち 2 科

目）の総合的学力を測定するとともに、論理的思考力、表現力を評価する。 

② 適性試験⑴では、筆記試験により、適応力や学習意欲、人間性などを評価する。適性試

験⑵では、個別面接により、医学を志向する動機、修学の継続力、適性、感性、社会的適

応力など総合的な人間性について評価する。 

【個別学力検査】 

●募集人数 13 名（うち臨時定員分 13 名）
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●出願要件

医学群医学類地域枠全国対象（5名）は、次の①及び②の要件を、茨城県内対象（8名）は、

①～③の要件を全て満たすもの

①将来、茨城県の地域医療に貢献する熱意と能力を有し、卒業後に茨城県知事が指定する

医療機関で指定された期間従事できる者

②茨城県が実施する『令和 7年度茨城県地域医療医師修学資金貸与制度』に応募した者

③次のア、イのいずれかに該当する者

ア茨城県内の高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を卒業した者又

は令和 7年 3月卒業見込みの者

イ保護者が出願期間の最終日において茨城県に 3 年以上居住している者で、県外の高等学

校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を卒業したもの又は令和 7 年 3 月

卒業見込みのもの

●一般枠と地域枠（全国・県内）の併願

出願時に一般枠、地域枠全国対象、地域枠茨城県内対象（3 区分）の併願を受け付ける。

受験者は①～④の出願希望区分から一つを選択する。

出願希望区分 

選抜区分 

一般枠 
（募集人員 44名） 

地域枠 
全国対象 

（募集人員 5名） 

地域枠 
茨城県内対象 

（募集人員 8名） 

①一般枠（単願） 単願 ― ― 

②一般枠優先（地域枠全国対象併願） 第一志望 第二志望 ― 

③地域枠全国対象優先（一般枠併願） 第二志望 第一志望 ― 

④地域枠茨城県内対象 ― 第二志望 第一志望 

※出願希望区分②～④で出願する場合は、それぞれの地域枠の出願要件を満たす必要がある。

※出願希望区分②～④の併願は、第一志望を優先して選抜し、第一志望で合格とならなかった

場合に第二志望の選抜の対象とする。

※入学後に「一般枠」「地域枠」の変更はできない。

●選抜方法等

広い基礎学力に加えて、数学、理科、英語の学力を評価するとともに、医学を志向する

動機、修学の継続性、適性、感性、社会的適応力など、総合的な人間性について評価する。 

上記に加え、将来茨城県の医療を担う強い意志を有する人材を、総合的に評価する。 

（２）教育課程の内容 

本学医学群医学類では、従来から地域医療の実際について学ぶカリキュラムを実施してきた

ところであるが、社会のニーズに応えるとともに、喫緊の課題である地域医療を担う人材の養

成を加速するために、「地域定着プログラム」を導入した。これは、これまでの地域医療教育

を「人材養成」という立場からさらに充実・強化するとともに、実際の地域で学習する機会を

大幅に増やした教育プログラムである。本プログラムの導入により、学生は地域医療の魅力と
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実践に必要な臨床能力を修得するとともに、地域医療の現場で活躍する医師のロールモデルに

出会い、そのキャリアデザインを明確にイメージできるようになることで、将来地域医療をラ

イフワークとする人材が数多く養成されることが期待できる。（資料 4 を参照）

Ⅰ．医療・福祉現場でのふれあい等（1 年次）（平成 8年より実施） 

・目的

入学直後のモチベーションの高い時期に、地域医療の実際を知り、興味を高める。 

・概要

春学期の終わりの時期に、以下を実施する。 

地域保健福祉実習：茨城県内の保健福祉施設（訪問看護ステーション、特別養護老人ホ

ーム、介護老人保健施設、グループホーム）で、数人のグループで、2 日間の実習を

行う。地域の現場において、介護福祉士など様々な医療関係職種の仕事を体験し、そ

の役割を学ぶ。 

Ⅱ．医療概論Ⅱ 「在宅ケア」（2 年次）（平成 18 年度より実施） 

・目的

地域の在宅ケアを受ける患者の具体的なケア計画を立て、在宅ケアの現場で患者をサポ

ートする様々な職種の役割を学ぶ。 

・概要

(1) PBL テュートリアルと講義：在宅ケアを受けながら療養生活をおくる実際の患者さんを

題材にしたシナリオを用いて、患者の思いを想像しながら、7～8 人の小グループで討論

を行う。地域医療の現場でも実際に診療を担当している教員が共同で企画実施にあたる。 

(2) 診療所実習：数人のグループで、半日間診療所を訪問し、診療所における診療、待合室、

リハビリ、訪問診療、デイケアセンターなどにおいて見学・参加する。（平成 29 年度よ

り 1 年次から 2 年次に変更して実施） 

Ⅲ．医療概論 II   「職種間連携」（2 年次）（平成 26 年度より実施） 

・目的

保健医療福祉分野に関わる各職種が連携して全人的な患者のケアを実践する重要性を理

解し、チームの一員として貢献することができる。 

・概要

保健医療福祉分野の専門職にとって、専門の異なる職種同士で連携・協働する力は必須

である。こうした専門職連携はインタープロフェッショナルワーク（Interprofessional work

：IPW）と呼ばれる。インタープロフェッショナルは、「二つ（人）以上の、～の間、相

互に」という意味の‘インター’と、「専門家、職業人」という意味の ‘プロフェッショナ

ル’という二つの言葉の合成語であり、IPW は、複数の専門職が相互作用しあうプロセスを

重視している。本演習では、将来、専門職連携 IPW を実践できる医療人となるために、職

種の異なる学生同士のグループワークを通して、職種の役割、視点を理解し、連携につい

て学ぶ。 
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Ⅳ．医療概論Ⅲ 「地域ヘルス･プロモーション／行動科学」（3 年次）（平成 18 年度より実施） 

・目的

地域の現場で「ひとびとの健康を守る」役割を効果的に学ぶため、地域・学校で開催さ

れる健康教室を自ら実際に企画・実施し、地域の特性を十分に考慮した予防医学・健康教

育の重要性を知り、それを地域で効果的に実践するための技能を身につける。 

・概要

(1) ヘルス・プロモーション基礎コース：3 年生までに修得した基本的医学知識に加え、予

防・健康教育を実践するために必要な知識、技能を修得する。また、地域コーディネー

ターによる地域健康教育活動の実際などについて学習する。

(2) 地域健康教室実習：地域コーディネーターの指導のもとで学生自ら健康教育を企画し、

実際に地域に赴き、健康教育を実践する。減量指導、生活習慣病予防のための栄養・運

動指導、禁煙指導、喫煙防止教育、介護予防、食育の 5 テーマに分かれて行っている。

*本コースで学んだことの実践編として、高学年になってから医療概論Ⅴ（診療所実習）

の中で、実際の地域において (2) 同様の健康教育を実践する。 

Ⅴ．医療概論Ⅲ 「ケア・コロキウム」（3 年次）（平成 18 年度より実施） 

・目的

医療保健福祉各専門職種の理解を深め、チームワークおよび当事者の力を引き出すエン

パワメントの意義を理解し、互いに連携しながらケアの方針をたてる過程を体験する。 

・概要

医学群の 3 学類（医学・看護・医療科学）と東京理科大学薬学部の学生で構成された小

グループ討論（テュートリアル）を行う。地域医療における実際の事例を用いて、専門領

域の異なるメンバー間で、疾病や障害がある人とその家族に対する質の高いケアの在り方

について討論する。 

Ⅵ．「M5 クリニカル・クラークシップ」、「M6 クリニカル・クラークシップ」（地域 CC）（5

年次～6 年次）（平成 21 年度より実施、平成 29 年度より改定して実施） 

・目的

地域の医療機関において、大学病院とは異なるセッティングにおける医療ニーズを知り、

地域で働く医師の役割、スキルを身につけて、ライフワークとして地域医療を実践するキ

ャリアパスを選択する機会を提供する。 

・概要

院外実習として県内の市中病院を中心に 4 週間の実習を行っている。 

Ⅶ．医療概論Ⅴ（6 年次）（平成 16 年度より実施、平成 31 年度より改定して実施） 

・目的

実際の地域医療の現場に触れ、地域医療の視点を学び、その魅力を体感するとともに、

ロールモデルに出会い、ライフワークとして地域医療を実践するキャリアパスを選択する

機会を提供する。 

・概要
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(1) 診療所実習：いばらき地域医療研修ステーションに指定された診療所を含む県内の 15

医療機関において、地域の特性に根ざしたケア、介護サービスとの連携、保健予防活動

などの community-based care を効果的に学ぶ。

(2) モデル地区における地域医療実習：平成 21 年度から地域医療教育拠点病院（神栖済生

会病院）を拠点として全員が地域医療の実際を効率的に学ぶことができるカリキュラム

を導入し、地域フィールドワーク、住民体験実習、診療所実習、健康教育実習などを実

施している。

４． その他 

医師数の増加が茨城県内における医師の確保・定着を増進する方向となるように、地域医療従

事者養成教育の開発・実施、卒前・卒後における臨床実習施設の拡充、地域医療機関から医師の

派遣要請への対応、女性医師離職防止・復職支援などに関し、更なる体制の整備・充実を推進す

る。 
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《県　内》

高校名
平成21
年度卒

平成22
年度卒

平成23
年度卒

平成24
年度卒

平成25
年度卒

平成26
年度卒

平成27
年度卒

平成28
年度卒

平成29
年度卒

平成30
年度卒

平成31
年度卒

令和２
年度卒

令和3
年度卒

令和４
年度卒

令和5
年度卒

累計

江戸川学園取手高等学校 3 4 3 8 2 5 4 5 5 4 5 8 4 6 7 73
清真学園高等学校 1 1 1 1 3 4 11
県立竹園高等学校 1 1 1 2 2 2 2 1 4 3 19
県立土浦第一高等学校 3 6 3 2 4 6 2 4 2 3 4 8 8 5 4 64
県立日立第一高等学校 1 1 1 2 5
県立水戸第一高等学校 2 2 1 3 2 1 2 5 4 6 4 4 4 3 43
県立水戸第二高等学校 1 1 2
県立竜ヶ崎第一高等学校 0
県立鉾田第一高等学校 0
県立下館第一高等学校 1 1
県立下妻第一高等学校 1 1 1 3
茗渓学園高等学校 2 1 2 2 1 4 1 4 1 3 21
茨城高等学校 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 17
土浦日本大学高等学校 1 1 1 1 1 5
常総学院高等学校 1 1 1 1 1 5
水戸葵陵高等学校 1 1 1 1 4
水城高等学校 1 1 1 1 2 1 7
牛久栄進 1 2 3
県立並木中等教育学校 3 2 3 8

計 12 16 14 16 13 18 13 17 20 20 26 27 23 30 26 291
《県　外》

高校所在県名
平成21
年度卒

平成22
年度卒

平成23
年度卒

平成24
年度卒

平成25
年度卒

平成26
年度卒

平成27
年度卒

平成28
年度卒

平成29
年度卒

平成30
年度卒

平成31
年度卒

令和２
年度卒

令和3
年度卒

令和４
年度卒

令和5
年度卒

累計

北海道 1 3 1 1 2 1 2 2 3 16
青森県 1 1 1 1 1 5
岩手県 1 1 1 1 1 1 3 9
山形県 1 1 1 3
宮城県 1 1 1 1 1 2 1 2 10
秋田県 1 2 2 5
福島県 3 1 1 1 1 7
栃木県 2 5 3 2 1 1 6 1 3 2 2 2 3 33
群馬県 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 2 19
埼玉県 4 3 2 1 5 5 4 4 5 8 3 10 10 7 7 78
千葉県 2 4 3 7 2 7 1 6 6 10 10 9 16 10 11 104
東京都 31 37 39 35 37 37 54 38 46 43 42 47 53 43 60 642
神奈川県 5 7 9 9 7 10 18 7 15 9 11 12 13 15 10 157
山梨県 1 1 1 1 1 1 2 8
長野県 4 2 1 1 1 2 1 1 13
新潟県 1 1 2 4
富山県 1 1 1 2 1 1 2 1 1 11
石川県 1 1 1 1 4
福井県 1 1 1 3
岐阜県 1 2 1 1 5
静岡県 2 2 1 3 1 5 1 2 1 2 20
愛知県 3 3 5 5 5 1 1 3 6 4 2 3 5 2 48
三重県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
滋賀県 1 1
京都府 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13
大阪府 2 3 1 1 1 2 1 3 2 3 3 22
兵庫県 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 13
奈良県 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 13
和歌山県 1 1 1 3
鳥取県 1 1 2
島根県 1 1
広島県 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 16
岡山県 1 1 3 1 1 7
山口県 1 1
徳島県 1 1 2
香川県 1 1 1 3
愛媛県 1 1 1 3 1 7
高知県 1 1 1 1 4
福岡県 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 15
佐賀県 2 1 1 4
長崎県 1 2 1 1 1 2 1 9
熊本県 1 1
大分県 1 1
宮崎県 1 1 2 1 1 1 7
鹿児島県 1 1 3 1 1 1 2 1 3 3 4 1 22
沖縄県 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
海外 1 1 1 1 1 1 2 4 1 13
その他（認定試験等） 1 7 6 14

計 78 94 80 88 80 87 101 90 100 94 89 102 122 105 110 1420
卒業生合計 90 110 94 104 93 105 114 107 120 114 115 129 145 135 136 1711

県内卒業率（％） 13.3% 14.5% 14.9% 15.4% 14.0% 17.1% 11.4% 15.9% 16.7% 17.5% 22.6% 20.9% 15.9% 22.2% 19.1% 17.0%

筑波大学医学類卒業生　出身高校　（平成21年度～令和5年度　卒業生）
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《県内》

研修病院名 平成21年度卒 平成22年度卒 平成23年度卒 平成24年度卒 平成25年度卒 平成26年度卒 平成27年度卒 平成28年度卒 平成29年度卒 平成30年度卒 平成31年度卒 令和2年度卒 令和3年度卒 令和4年度卒 令和5年度卒 累計

筑波大学附属病院 32 42 35 45 40 47 31 36 34 34 24 31 20 25 29 505
筑波メディカルセンター病院 3 3 3 3 5 1 3 4 5 3 1 2 3 2 1 42
筑波学園病院 1 1 2
筑波記念病院 1 1 1 2 1 1 7
土浦協同病院 3 1 3 3 1 3 1 3 6 3 5 2 5 39
JAとりで総合医療センター 1 1 1 3 1 1 2 2 12
茨城西南医療センター 1 1 1 2 3 2 4 7 5 5 31
日製日立総合病院 4 1 2 2 4 7 7 9 9 2 3 50
日製ひたちなか総合病院 3 4 4 2 4 1 4 1 5 5 3 4 4 44
水戸協同病院 1 2 2 4 2 3 2 3 4 2 4 1 30
県立中央病院 1 2 1 2 2 1 1 5 1 7 5 2 30
国立病院機構　水戸医療センター 1 1 1 1 1 2 1 4 3 15
水戸済生会総合病院 2 3 4 1 3 3 6 22
牛久愛和総合病院 2 3 3 1 4 13
水戸赤十字病院 1 1 2
総合守谷第一病院 1 2 3
友愛記念病院 1 1 2
東京医科大学茨城医療センター 2 2
つくばセントラル病院 1 1 2
取手協同病院 1 1 2
その他 1 1

計 40 48 46 61 55 59 47 56 60 61 62 69 70 61 61 856

《県外》

研修病院名 平成21年度卒 平成22年度卒 平成23年度卒 平成24年度卒 平成25年度卒 平成26年度卒 平成27年度卒 平成28年度卒 平成29年度卒 平成30年度卒 平成31年度卒 令和2年度卒 令和3年度卒 令和4年度卒 令和5年度卒 累計
北 海 道 1 1 1 3 1 1 8
青森県 1 1 1 1 1 5
岩手県 1 1 1 1 1 5
秋田 県 0
山 形 県 0
宮城県 1 1 1 1 2 2 1 1 10
福 島 県 1 1 2 1 5
栃 木 県 1 1 1 1 1 3 2 1 4 15
群 馬 県 1 1 1 1 1 1 6
埼 玉 県 3 2 2 1 1 3 3 3 3 4 6 11 8 11 10 71
千 葉 県 2 1 6 2 4 4 5 3 7 5 8 11 15 11 5 89
東 京 都 20 24 15 14 22 19 33 22 26 24 25 29 24 27 39 363
神奈川県 5 6 2 9 3 1 8 5 4 6 6 4 9 8 12 88
新 潟 県 1 1
石 川 県 1 1 2
富 山 県 1 1 2
福 井 県 1 1
山 梨 県 1 1
長 野 県 4 4 2 1 2 2 1 16
岐 阜 県 1 1 1 1 2 1 1 8
静 岡 県 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11
愛 知 県 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 16
三 重 県 0
京 都 府 3 3 5 1 2 1 1 3 19
大 阪 府 1 2 2 2 1 1 1 1 11
兵 庫 県 1 1 1 1 1 1 1 7
奈 良 県 1 1
和歌山県 1 1
岡 山 県 2 2
広 島 県 1 1 1 1 1 5
山 口 県 1 1 1 3
徳 島 県 0
愛 媛 県 1 1 2
高 知 県 1 1 1 3
福 岡 県 1 1 1 1 1 1 6
佐賀県 1 1
長 崎 県 1 1 2
熊 本 県 0
鹿児島県 0
沖 縄 県 5 1 1 2 2 2 1 1 2 1 18
その他 0

計 46 57 45 37 37 41 60 49 52 50 51 66 74 69 70 804
卒業生合計 86 105 91 98 92 100 107 105 112 111 113 135 144 130 131 1660

県内就職率（％） 46.5% 45.7% 50.5% 62.2% 59.8% 59.0% 43.9% 53.3% 53.6% 55.0% 54.9% 51.1% 48.6% 46.9% 46.6% 51.6%

筑波大学医学類卒業生　研修病院　（平成20年度～令和5年度　※卒業生）

※本表における卒業生は、卒業生のうち研修医就業者を示す。
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地域 定 着プログラムの概要

学
年 

プログラム
名 

ね ら い 内 容 実施場所 
人  数 
（G：グループ） 

期 間 ・ 
方 法 

低学年 ： 入学直後より繰り返し地域医療に触れ、その重要性と魅力を知り、地域医療への 
モチベーションを高める

１ 

医療・福祉
現場でのふ
れあい等 

入学直後に現場に触れ、
地域医療に興味を持つ。 

訪問看護、特別養護老人ホームな
どの福祉施設と、診療所の見学実
習を行う。 

訪問看護ステ
ーション、特別
養護老人ホー
ム、グループホ
ーム他

2～7 名 
×11G 
×3set 

6 日間 
（1 人 2 日間） 

２ 
医療概論 II 
「在宅ケア」 

地域における在宅ケアマ
ネジメントを通して、急性
期病院とは異なる地域医
療の特性を学ぶ。

地域医療研修ステーションで在宅医
療を受けているケースについて、テ
ュートリアル形式でケアプランを作成
する。 

在宅ケアに関するテュートリアルの
後に茨城県内の地域医療現場で実
習を行い、生の患者の姿とその生活
を支える地域医療に従事する医師
の役割・その重要性を学ぶ。 

大学（地域医
療研修ステー
ションの症例を
用いる。）

地域医療研修
ステーションほ
か、県内の診
療所

7～8 名 
×18G 

1～4 名 
×16 施設 
×1～13回 

1 週間 

1 日（3～7 時
間） 

２ 
医療概論 II 
「職種間連
携」 

将来、専門職連携 IPW を
実践できる医療人となる
ために、職種の異なる学
生同士のグループワーク
を通して、職種の役割、
視点を理解し、連携につ
いて学ぶ。  

Team-based learning（TBL）方式に
準じ、6-7 名の職種混成グループ
で、グループ討論と発表を繰り返し
ながら学習する。 _ 

別会場を借り
て実施。 

6〜7 名 
×48G 

3 コマ 

３ 

医療概論 III 
「地域ヘル
ス･プロモー
ション/行動
科学」

予防医学の重要性を知
り、地域における健康教
育を実際に体験する。 

健康教育について大学で準備教育
を受けた後、地方自治体・地域医療
研修ステーション等で行われる、住
民および学校を対象とした健康教室
に直接参加する。 

大学（準備教
育）、自治体、
学校、地域医
療研修ステー
ション 

基礎コース 
：129 名 
健康教室実習 
：4～22 名前後 

×7G 

基礎コース 
：6 コマ 
健康教室実習 
：5 日間 

３ 
医療概論 III 
「ケア・コロ
キウム」 

医療保健福祉各専門職
種の理解を深め、チーム
ワークおよび当事者の力
を引き出すエンパワメント
の意義を理解し、互いに
連携しながらケアの方針
をたてる過程を体験す
る。

医学群の３学類（医学・看護・医療科
学）及び東京理科大学薬学部の学
生で構成された小グループ討論（テ
ュートリアル）を行う。地域医療にお
ける実際の事例を用いて、専門領域
の異なるメンバー間で、疾病や障害
がある人とその家族に対する質の
高いケアの在り方について討論す
る。 

ゼミ室、講義室 
実習室 

7～8 名 
×40G 

1 週間 

高学年 ： ある程度臨床医学を学んだ立場で地域医療に関わり、医師の果たす役割を知って 
将来のキャリアデザインに役立てる 

５ 
M5 クリニカ
ル・クラーク
シップ

地域医療において医師
の果たす役割とやりがい
を実感する。 

クリニカルクラークシップ形式による
外来診療（救急外来含む）、病棟実
習を行う。

地域医療研修
センター 
地域医療機関 
地域医療教育
拠点病院 

地域病院 
1～4 名/施設 
（両必修科目ど
ちらかの科目
の中で実施す
る） 

4 週間 
（両必修科目ど
ちらかの科目
の中で実施す
る） 

６ 
M6 クリニカ
ル・クラーク
シップ

地域医療において医師
の果たす役割とやりがい
を実感する。 

クリニカルクラークシップ形式による
外来診療（救急外来含む）、病棟実
習を行う。

地域医療研修
センター 
地域医療機関 
地域医療教育
拠点病院 

６ 医療概論Ⅴ 

地域における生活者とし
ての患者の姿を知り、医
療において医師の果たす
役割とやりがいを実感す
る。 

クリニカルクラークシップ形式による
外来診療、訪問診療、地域ヘルス・
プロモーション実習を行う。

地域医療研修
ステーションほ
か診療所

診療所,市中病
院 
1～4 名×18 施
設 
×8sets 

3 週間 

４
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